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１．はじめに 

（１）広島高速道路公社について 
 
  広島高速道路公社（以下「公社」といいます。）は、広島都市圏の交通体系の 
 根幹となるネットワークを形成する指定都市高速道路（※）の整備主体として、 
 平成９年６月３日、地方道路公社法に基づき広島県と広島市の共同出資により設 
 立されました。指定都市高速道路を整備する地方道路公社としては、名古屋、福 
 岡・北九州に次いで全国で３番目の設立となります。 
  公社は、広島高速道路（指定都市高速道路）の新設・改築・維持管理等を総合 
 的かつ効率的に行うことにより、広島都市圏の幹線道路の整備を促進して交通の 
 円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的 
 としています。 
 

 （※）指定都市高速道路とは、大都市圏及びその周辺地域で一つのネットワークとして機能 

  する自動車専用道路をいいます。指定都市高速道路を構成する各路線の整備費用は道路網 

  全体の料金収入で賄うこととしています。 

事業主体 有料道路の種類 

東日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

地方公共団体 

地方道路公社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

指定都市高速道路公社 

（広島、名古屋、福岡北九州） 

一般有料道路 
（一般国道、都道府県道、市町村道） 

本州四国連絡高速道路 
（一般国道） 

都市高速道路 

一般有料道路 

（都道府県道、市町村道） 

都市高速道路 

一般有料道路 
（一般国道、都道府県道、市町村道） 

高速自動車国道 

広島高速道路公社・広島高速道路の位置づけ 
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広島高速道路ネットワーク 
  

整備を先送るランプ 

出路 

入路 

出路 

入路 

出路 

入路 

 
 
 
 
 
 

その他路線・施設

事業中区間

暫定２車線整備区間

整備ランプ

整備ランプ 広島市整備区間

整備計画の対象路線

供用区間

凡　　　　例

完成４車線整備区間 基本計画路線

暫定２車線整備区間 整備を先送るランプ

出路

入路

出路

入路

出路

入路



   【経営コンセプト３】 

  
  
  
効率的な事業運営と社会か
ら信頼される組織づくり 

   【経営コンセプト２】 

  
  
  
安全・安心のもと、利用し
やすい道路サービスの提供 
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（２）経営ビジョンについて 
 
  ①策定経緯 
 
   公社は、国土交通大臣の許可を得た５路線・全体延長２９．０kmのうち、高速 
  ３号線Ⅲ期区間（吉島～観音）の開通により延長２５．０km（全体延長の８６％ 
  ）が完成したことを契機として、平成２６年６月、経営理念をはじめとする「経 
  営ビジョン」を策定し、改めて公社の役割等を見つめ直すとともに、これに基づ 
  く「中期経営計画」を立て、施策の展開を図ることとしています。 

中期経営計画 

【経営ビジョン】 

経営理念 

行動指針 

経営コンセプト 

  ②経営ビジョン 

  【経営コンセプト１】 
  

  
  
道路サービスのレベルアップ
と持続的かつ効率的な提供 

質の高い高速道路 
ネットワークの提供 

【経営理念】 
広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路サービスを持続的かつ効率的に提供し、

活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します 

お客様に満足していただけ 
る道路サービスの提供 

 

強固な経営基盤の構築 

  
 サービス業としての意識・実践 

  利用しやすい道路サービスを提供していくことが最大の使命であることから、広島高速道路の利 
  用者を「顧客」ととらえ、常にお客様の視点に立って満足度の高い道路サービスの提供に取り組 
  みます。 
 

 社会的責任の意識・実践 
  広島都市圏のインフラ管理者として、高い倫理観と透明性、公平性をもって職責を果たします。 
 

 経営を支えるコスト意識・実践 
  職員一人ひとりが経営を向上させる担い手であることを意識し、常に効率的な運営や業務の見直 
  しを進めながらコスト縮減に取り組みます。 
 

 社会情勢の変化への的確かつ柔軟な対応 
  前例や慣習にとらわれることなく、社会情勢の変化に的確かつ柔軟に対応していきます。 
 

 社会に信頼される組織づくり 
  関係法令を遵守し、道路構造物・設備の維持管理、交通管理を確実に行い、良識に基づく経営に 
  取り組むことにより、社会に信頼される組織を目指します。 
  

【行動指針】 

※平成26年6月策定 
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（３）経営の現状と償還見通し 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   平成２９年度の実績交通量７１，０１５台／日は整備計画（約７４，５００ 
  台／日：平成２８年１２月国土交通大臣許可）に対し９５．３％と若干下回っ 
  ているものの、同年度の料金収入は約１１９億５千８百万円に達しており、整 
  備計画（約１２０億７千９百万円）に対し９９．０％と、概ね計画どおりとな 
  っています。 
       今後、海田大橋とつながる東広島バイパスの整備や高速５号線の供用など道 
  路ネットワークの進展による利用者増を見込んでおり、更なる利用者増に向け 
  引き続き効率的・効果的な利用促進に取り組んでまいります。 

①交通量・料金収入について 

交通量・料金収入の推移 

２号(全線)開通 
３号Ⅱ期(宇品～吉島)開通 

３号Ⅲ期(吉島～都市高速観音)
開通 
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 公社では、料金収入などの収益から管理費や借入利息などの費用を差し引い
た額（収支差益）を損益計算書上に「償還準備金繰入」として費用計上し、借
入金等の返済に充てています。 
 平成２９年度は、収益と費用の差である約６４億円（収益１２０．３億円－
費用５６．３億円）に消費税還付金を加えた約６４．２億円を償還財源として
繰入れました。 

②収支差益について 

（億円） 

0

20

40

60

80

100

120

140

a b

料金収入など 
約120億円 

道路管理費など 
約56億円 

【償還財源】 

 

償還準備金 

繰入など 

約64億円 

収益  費用 

平成２９年度の収支状況 

 収支差益は毎年度着実に確保し続けており、近年は料金収入等の増加に伴い
収益に対する費用の割合（収支率）が減少傾向にあります。 
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（%） 
（※）収支率とは、収益に対する費用（管理費＋金利等）の割合のことをいい、 
 より具体的には、100円の収入を得るために必要となる管理費用です。 

収支率の推移 
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償還準備金等 
614億円 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

償還対象事業費 償還準備金等 

営業中道路の 
未償還額 
2,427億円 

営業中道路の 
資産額 

3,043億円 

〔内訳〕 
 償還準備金  
   498億円 
 償還準備積立金 
   118億円 

 公社では、収支差益の累計額は貸借対照表上に「償還準備金」として負債で
計上し、資産の部に計上される「道路資産」と対比することで、道路建設に投
下した資金の回収状況を明らかにしています。 
 償還準備金等（消費税還付金である償還準備積立金を含む）の累計は、平成
２９年度末で約６１６億円に達し、償還率（※）は２０．２％となりました。 

③償還状況について 

償還準備金等 
616億円 

（億円） 
（※）償還率とは、営業中道路の資産額に対する償還準備金等（「償還準備 
 積立金」を含む）の割合 

 収支差益の累計額である償還準備金については、整備計画上の計画約５０１
億円に対し、ほぼ計画どおりに推移しています。（平成２９年度末現在で償還
準備金は約４９８億円。） 

営業中道路の資産額に対する償還準備金 

24  33  47  
62  78  93  

109 124  137  
160  189  

225  
269  

318  
374  

433  
498  

34 35 
39 

41 
43 

61 
65 

71 
96 

106 
109 

112 

116 

116 

117 

118 

118 

0

100

200

300

400

500

600

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

償還準備積立金 償還準備金 

（億円） 

償還準備金等の推移 

616億円 

償還率20.2% 
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④将来交通量等の見込みと償還見通し 

 平成１７年度の道路交通センサスでは、全国ベースでの将来交通量は、平成
１７年度以降、平成３２年度、平成４２年度と減少傾向にあり、平成４２年度
では平成１７年度と比較して約３％減少しています。 
 一方、広島市及びその周辺地域においては、都市部の人口動向を反映し、平
成４２年度では減少局面にはあるものの、平成１７年度と比較して交通量は約
５％の増となっています。 
 
 公社では、その将来交通量をベースに広島高速道路の将来交通量を推計した 
結果、高速５号線供用時（平成３３年度）は全線で１日あたり約９万５千台、 
ピークとなる平成４２年度は全線で約１０万２千台としています。（料金収入
については、ピークとなる平成４２年度は１７，２７３百万円と計画していま
す。） 
 
 以上の推計等を基に償還の見通しを検討した結果、公社では、建設中の高速
５号線を含めた広島高速道路全体の借入金等の償還期限については、整備計画
の中で平成６１年度までとしています。 
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単年度収支差 

償還期間：40年間 

供用延長：29.0km 事業費：約4,000億円 償還完了：平成61年度 

広島高速道路の償還計画 



経営方針と計画体系 

9 

２．経営方針と計画体系 

（１）策定の趣旨 
  
       中期経営計画は、経営ビジョンで掲げた経営理念及び経営コンセプトを実現 
    するために策定する具体的な行動計画です。本計画（２０１８～２０２０）は 
  平成２６年６月に策定した計画（２０１４～２０１７、以下「前計画」といい 
  ます）を見直し、新たに策定したものです。 
     本計画では、経営の現状と課題、高速道路を取り巻く環境の変化等、前計画 
  の取組を踏まえて「計画期間の経営方針」を定め、これに基づく施策を展開し 
    てまいります。  

     
    

中 期 経 営 計 画 
（2018-2020） 

計画期間の経営方針 

【施策展開】 

  経営の現状と課題 

高速道路を取り巻く環境の変化等 

  前計画（2014-2017）の取組 

  計画期間は、平成３０年度（２０１８年度）から、高速５号線の完成予定で 
 ある平成３２年度（２０２０年度）までの３か年とします。  

（２）計画期間 
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（３）計画の方向性 
  

  
   収支差益の累計額である償還準備金は平成２９年度末時点で約４９８億円に 

  達し、これは整備計画上の計画額約５０１億円に対しほぼ計画どおり（対計画 

  比約９９％）となっているものの、平成２９年度の実績交通量７１，０１５台 

 ／日は、整備計画上の約７４，５００台／日に対し９５．３％と若干下回っ て 

 います。 

   一方、平成２９年度の収支差約６４億円に対し、整備計画における平成３０ 

  年度以降の収支差は約７５億円以上を確保することとなっており、こうした収 

    支差を確保していくためには、高速５号線の整備を着実に進めるとともに、引 

  き続き効率的・効果的な利用促進と経費等の削減に取り組み、経営理念である 

    「道路サービスの持続的かつ効率的な提供」につなげていく必要があります。 

経営の現状と課題 

高速５号線の整備を 

着実に進める 

効率的・効果的な 
利用促進 

経費等の削減 

≪「経営の現状と課題」を踏まえた本計画の方向性≫ 

①「経営の現状と課題」を踏まえた方向性 

  
       近年、全国の高速道路において逆走が２日に１回以上の割合で発生し、その 

  ４５％が７５歳以上のドライバーであることや、歩行者・自転車等の進入が毎 

    日平均して１０件以上発生し増加傾向であることなど、安全に関わる社会的な 

    課題が顕在化してきています。また、降雨・降雪が極地化・集中化・激甚化し 

    ているほか、南海トラフ地震が高い確率で発生することが予測されるなど、災 

    害の影響が発生地域にとどまらず広域にわたり複雑化・長期化するおそれがあ 

    る中で、災害時のネットワークの重要性が増してきています。（「高速道路の 

    安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組 基本方針」（平成２９年１２月 

    社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会）より。） 

   公社としては、こうした社会情勢の変化を踏まえ、供用路線の維持管理につ 

    いてより一層の適正化と、災害対応力の向上を図る必要があると考えていま 

    す。 

高速道路を取り巻く環境の変化等 

供用路線の維持管理についてより一層の適正化と、災害対応力の向上 

≪「高速道路を取り巻く環境の変化等」を踏まえた本計画の方向性≫ 

②「高速道路を取り巻く環境の変化等」を踏まえた方向性 
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継続的な施策の展開 

≪「前計画（2014-2017）の取組」を踏まえた本計画の方向性≫ 

継続的な施策の展開 

③「前計画（2014-2017）の取組」を踏まえた方向性 
  
   前計画では、経営コンセプトに基づく９つの重点施策を展開し、経営目標と 

    した「着実な償還」「広島高速道路への転換促進」に一定の成果が得られまし 

  た。経営コンセプトの実現に向けては、これらの重点施策に継続して取り組む 

  必要があり、本計画においては前計画の重点施策を再編して継承します。 

     
    

 ◆質の高い高速道路ネットワー 
  クの提供 
 

①未整備区間の整備推進等 

・高速５号線の事業の進捗 

②適切な維持管理・更新 

・道路構造物の定期点検を計画 

   的に実施 

③事業継続体制の強化 

・業務継続計画の策定 

 
 ◆お客様に満足していただける 
  道路サービスの提供 
 
①交通安全対策の徹底 
・排水性舗装化の実施 
・事故多発地点における交通事故 
   防止対策の実施 
②適切な道路情報の提供 
・ホームページの道路交通情報の 
 表示改善 
③更なる利用促進の実施 
・開通１周年記念割引の実施 
 

 ◆強固な経営基盤の構築 
 
①徹底したコスト縮減 
・オフィスコストの削減 
・計画値を踏まえた予算執行 
   管理の実施 
②着実な債務償還の推進と採算向 
 上の方策の検討 
・進行管理の強化 
③コンプライアンス意識の徹底と 
 人材育成 
・内部統制に係る規定整備 

  
   ■経営コンセプトに基づく施策を展開し、下記経営目標に対し一定の成果が得られた。 

  ⇒着実な償還（償還準備金の推移） 

   〔H25年度決算→H29年度決算〕：269億円⇒498億円（整備計画に対して約99%） 

  ⇒広島高速道路への転換促進（日平均交通量の推移） 

   〔H25年度→H29年度〕：59,486台⇒71,015台（整備計画に対して95.3%） 

（※前計画の取組の詳細は「参考資料 前中期経営計画【2014～2017】の概要と主な取組結果」参照） 

経営コンセプト１ 経営コンセプト２ 経営コンセプト３ 

 前計画（2014-2017）の主な取組 



     
    

質の高い高速道路ネット
ワークの提供 

経営コンセプト１ 

お客様に満足していただ
ける道路サービスの提供 

経営コンセプト２ 

強固な経営基盤の構築 

経営コンセプト３ 

          重点施策① 

未整備区間の整備推進等 

          重点施策② 

適切な維持管理・更新 

          重点施策③ 

事業継続体制の強化 

          重点施策① 

交通安全対策の徹底 

          重点施策② 

適切な道路情報の提供 

          重点施策③ 

更なる利用促進の実施 

          重点施策① 

徹底したコスト縮減 

          重点施策② 

着実な債務償還の推進 

          重点施策③ 

法令遵守徹底と人材育成 
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高速５号線の 

着実な整備 
 
 
 

・ネットワーク機能の強化

を図るため、高速５号線の

整備を着実に進めます。 

 

 
 
 
 
 
維持管理のより一
層の適正化と災害
対応力の向上 
 
 

・安全・安心な走行環境を保

つため、供用路線の維持管

理についてより一層の適正

化と、災害対応力の向上を

図ります。 

 
 
 
 

 
 
 
お客様満足度の向
上ともっと便利で快
適な道路サービスの
追求 
 

・お客様満足度の向上を目

指し、もっと便利で快適な道

路サービスを追求します。 

 
 
 

 

経営基盤の 

より一層の強化 
  

 

・経営基盤のより一層の強

化を図りつつ、公社の社会

的な責任を果たすための

活動を推進します。 

 

計 画 期 間 の 経 営 方 針 

 
 
 ■高速道路における安全上の課題の顕在化  
 
 ■激甚化する災害時における高速道路ネットワークへの期待 

高速道路を取り巻く環境の変化等 

中 期 経 営 計 画（2018-2020） 

前計画（2014-2017）の取組 

（４）経営方針 
  
       計画期間の経営方針は次のとおりとします。 

   
     平成２９年度の料金収入及び債務の償還状況については、概ね計画どおりである。しかしながら交通量に 

   ついては、計画を若干下回っている状況である。 

  高速５号線の整備を着実に進めるとともに、引き続き効率的・効果的な利用促進と経費等の削減に取り組 

   み、「道路サービスの持続的かつ効率的な提供」につなげていく必要がある。（※詳細は「１.（３）経営の 

   現状と償還見通し」参照） 

 

経営の現状と課題 
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（５）計画の体系 
  
   計画期間の経営方針に基づく施策展開として２３項目の取組を掲げ、取組項 
    目ごとに設定した目標の達成に向けた行動を確実に進めてまいります。 

     
    

中 期 経 営 計 画（2018-2020） 

    
 
■ネットワーク機能の強化を図るため、高速５号線の整備を着実に進めます。 

■安全・安心な走行環境を保つため、供用路線の維持管理についてより一層の適正化と、災害対応 

  力の向上を図ります。 

■お客様満足度の向上を目指し、もっと便利で快適な道路サービスを追求します。 

■経営基盤のより一層の強化を図りつつ、公社の社会的な責任を果たすための活動を推進します。 

【計画期間の経営方針】 

重点施策１．ネットワーク機能の強化  

重点施策２．適正な維持管理と老朽化対策・防災対策 

【施策展開】 

重点施策３．戦略的な利用促進（もっと便利で快適な道路サービスの提供）  

重点施策４．経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動  

①高速５号線整備 

②ネットワーク機能のさらなる発揮に向けた検討 

③道路構造物の定期点検の着実な実施 

④広島高速道路公社インフラ長寿命化計画の修正・改定 

⑤高架橋からの落下物被害防止 

⑥緊急輸送道路としての防災機能の強化（災害に強い道づくり） 

⑦事故多発箇所を中心とした事故削減対策の実施 

⑧逆走・誤進入対策の実施 

⑨災害対応力の向上 

⑩お客様ニーズの適切な把握と、施策への反映 

⑪利用しやすい料金施策の検討 

⑫より安全・安心に走行いただくための積極的な情報発信 

⑬温品ＰＡの魅力向上 

⑭戦略的な広告・宣伝活動 

⑮道路設備の機能向上とライフサイクルコストの削減 

⑯コスト意識の浸透、創意工夫による事務的経費の縮減 

⑰安定的な資金調達に向けた取組 

⑱管理費の計画的な予算執行 

⑲高架下空間の有効活用推進 

⑳土木工事・設計等の効率化・適正化（生産性向上に向けた取組み） 

㉑職員の能力開発と人材育成 

㉒職員等のコンプライアンス意識の向上 

㉓地域・社会への貢献 
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◇指標の向上に寄与する重点施策 

重点施策１．ネットワーク機能の強化  

重点施策３．戦略的な利用促進（もっと便利で快適な道路サービスの提供）  

◇指標の向上に寄与する主な重点施策 

◇指標の向上に寄与する主な重点施策 

重点施策４．経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動  

  
   計画全体の成果を検証するための参考指標として、以下の指標を設けます。 
    計画期間中は、各指標の目標値との差異を注視しながら、より効率的・効果的 
    に施策を推進します。 
 

（６）計画において注視すべき指標  

２５km 
２９ｋｍ  

     現状値（H29） 

目標値（H32） 

３．６６ 
３．８０  

     現状値（H29） 

目標値（H32） 

２０％ ２８％  

     現状値（H29） 

目標値（H32） 

※H28.12 整備計画における 

広島高速道路の完成延長 

※H28.12 整備計画における 

償還率 

※公社が実施するお客様満足度調

査の「広島高速道路のサービス」

全般に関する満足度（5段階評価) 

重点施策２．適正な維持管理と老朽化対策・防災対策 
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   本計画を実効性のあるものとして推進していくため、計画期間の経営方針に 
  基づく施策展開として２３項目の取組を掲げ、取組の年度ごとの具体的な取組 
    内容と目標を明確に記載することで「取組と成果の見える化」を図ります。ま 
    た、ＰＤＣＡサイクルを活用した進行管理を実施し、目標の達成度評価を定期 
    的に行うことで、目標達成に向けた行動を確実に進めてまいります。 

取組項目ごとの 
 
目標の明確化 

取組項目ごとに進行管理 
 
を実施 

取組項目に対す 
 
る評価 

経営ビジョン 
推進本部会議 
本部長：理事長 

経営ビジョン推進本部
作業部会 
部会長：各部長 

経営ビジョン 
推進本部会議 
本部長：理事長 

ＰＤＣＡサイクルを活用した進行管理 

目標設定 

Plan 

成果を意識した 

取組の実施 

Do 

達成度の評価 

Check 

反映 Action 

（７）計画の実践手法  
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３．施策展開  

（１）４つの重点施策  

①ネットワーク機能の強化 

②適正な維持管理と老朽化対策・防災対策 

③戦略的な利用促進 （もっと便利で快適な道路サービスの提供） 

④経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動 

（２）取組項目  

 重点施策① ネットワーク機能の強化 

 事業中路線である高速５号線は、高速１号線を介して山陽自動車道と接続し、広
島市中心部へのアクセス機能を担うなど、広島都市圏の交通体系の根幹として機能
する自動車専用道路網の一部であり、広島市の都心と広島県東部地区及び広島空港
との間の高速性・定時性の向上や、広島都市圏のさらなる発展を牽引する広島駅周
辺地区の開発促進などにも貢献する路線です。 
 さらに、整備後は緊急輸送用道路に指定されることとなっており、南海トラフ大
地震をはじめとした災害発生時において救急医療物資・支援物資などの搬送に欠か
せない道路と位置づけられているほか、第三次救急医療施設である広島市民病院へ
の搬送時間短縮が図られるなど、救急医療活動の支援にも寄与します。 
 公社は、引き続き広島県・広島市と連携し、地域住民の安全・安心の確保に努め
ながら、平成３２年度の完成に向けて着実に整備を進めます。 

 平成２８年３月に決定された「中国圏広域地方計画（国土交通省）」において、
中国圏の中枢・中核となる広島市については、にぎわいを生み、圏域の推進力とな
るため、都市交通の機能向上等により高次都市機能を強化することが必要であると
され、その具体的な取組内容の一つとして、広島高速道路の整備等により都市圏の
円滑な移動を実現する交通ネットワークの形成を図ることなどの方針が示されてい
ます。 
 公社は、２００万人都市圏として発展を目指す広島市を中心とした広島広域都市
圏の一助となるべく、未整備区間の整備検討を進め、ネットワーク機能の強化を図
ります。 

取組項目１  高速５号線整備  

①

■高速５号線整備

内容
目標

H30 H31 H32

高速５号線について、広島県・広島市と連
携し、早期完成に向け着実に事業を推進
する。

工事
　　　　　　　　供用
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 公社では、整備計画に定めている５路線（総延長２９．０ｋｍ）を平成３２年度
末までに整備する計画としていますが、広島高速道路ネットワークと広島都市圏の
自動車専用道路等が一体となり、交通の円滑化や利便性の向上、防災の強化など、
ネットワーク機能がより発揮できるよう、暫定整備区間の４車線化や未整備ランプ
の整備、高速４号線の山陽自動車道への接続といった未着手区間の整備について
も、交通状況・社会情勢・採算の可能性などを総合的に勘案しながら検討を進めま
す。 

取組項目２  ネットワーク機能のさらなる発揮に向けた検討  

H32

高速５号線供用後の広島高速道路の整備
方針策定

検討
　　　　　方針策定

②

■ネットワーク機能のさらなる発揮に向けた検討

内容
目標

H30 H31

整備計画の対象路線（整備中路線）

凡　　　　例

完成４車線整備区間

暫定２車線整備区間

整備ランプ

その他路線・施設

基本計画路線

整備を先送るランプ

広島市整備区間
出路

入路

出路

入路
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 重点施策② 適正な維持管理と老朽化対策・防災対策 

 道路施設は年々老朽化が進み、橋梁・トンネルをはじめとした道路施設の補修・
更新への対応として、計画的な点検及び補修を実施していくことが重要となってい
ます。 
 また、除草・植樹管理・路面清掃・冬期の交通確保といった日常の維持管理等だ
けでなく、災害を未然に防止するための対策や災害発生時の迅速な対応等、安全か
つ円滑な交通の確保に向け、様々な対応が必要となっています。 
 公社は、供用区間の適正な維持管理はもちろんのこと、地震発生時等に円滑かつ
確実な緊急輸送を実現するための骨格となる『第一次緊急輸送道路』（※）として
の機能を果たすべく、防災対策にも取り組んでまいります。 

 平成２４年１２月に発生した笹子トンネルの天井板落下事故以降、道路インフラ
の老朽化対策に関する議論が活発化し、国は、老朽化による事故を予防するため道
路法等の改正を行い、橋梁・トンネル等の重要施設については５年に１回の近接目
視を基本とする定期点検を義務付けするなど、老朽化対策に関する法整備等が進め
られました。  
 このため、公社でも、管理するすべての橋梁・トンネル・標識等について、法令
に基づく１回目（１サイクル）の点検を平成２６年度から実施しています。１回目
（１サイクル）の点検については平成３０年度に完了させ、２回目（２サイクル）
以降の点検についても、平成３１年度から確実に取り組みます。 

取組項目３  道路構造物の定期点検の着実な実施  

※道路法等の改正により、５年に１回の定期点検が 
 義務化され、これに基づき１回目（1サイクル） 
 の点検を平成２６年度から実施。 

※県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港、 
総合病院等を連絡する道路 

・3号線Ⅰ期 ・3号線Ⅱ期

・4号線（JR部以外） ・4号線（JR部）

1サイクル※  2サイクル※  

1サイクルの完了 100%
橋梁点検
・3号線Ⅲ期
トンネル点検
・全5本

橋梁点検 橋梁点検

・1号線延伸区間 ・2号線（一部）

③

■道路構造物の定期点検の着実な実施

内容
目標

H30 H31 H32

橋梁・トンネル等の定期点検



 公社が管理する対象施設の維持管理を着実に推進するための中長期的な取組の方
向性を示す計画として、「広島高速道路公社インフラ長寿命化計画（行動計画）」
（以下「行動計画」といいます。）を平成２９年３月に策定しました。行動計画で
は、道路構造物のきめ細やかな点検、適切な補修・補強、 
長期的な安全性を確保するための大規模な修繕等、維持管 
理の高度化、効率化等の安全・安心を追求する取組を取り 
まとめ、将来にわたって広島高速道路の機能を発揮すると 
ともに、維持管理の高度化・効率化によるメンテナンスサ 
イクルの継続的な発展につなげることとしています。 
 
 
 
 
  
 今後は、この行動計画に５年に１回の定期点検結果を随時反映させ、ライフサイ
クルコストを踏まえたインフラの戦略的な維持管理をより一層推進していきます。 
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取組項目４  広島高速道路公社インフラ長寿命化計画の修正・改定  

取組項目５  高架橋からの落下物被害防止  

 全国各地で高架橋からの落下物事象が発生しており、第三者被害の懸念が増大し
ています。高架橋からの落下物事象は重大事故につながる恐れがあるため、剥落防
止措置の実施など、点検結果に応じた第三者被害防止への取組を加速させます。 

剥落防止対策 

H32

インフラ長寿命化計画
（行動計画・個別施設計画）

の修正・改定
点検結果に応じて当初計画を修正

次期計画の策定

④

■広島高速道路公社インフラ長寿命化計画の修正・改定 

内容
目標

H30 H31

H32

剥落防止措置の実施 剥落防止措置
Ｌ＝600ｍ

⑤

■高架橋からの落下物被害防止 

内容
目標

H30 H31
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 広島高速道路は地震発生時等に円滑かつ確実な緊急輸送を実現するための骨格と
なる「第一次緊急輸送道路」に指定されており、災害時には山陽自動車道・中国自
動車道などとともに県外の他都市及び広域都市圏相互の連携を図り緊急活動に役立
つことが期待されています。 
 公社では、災害時における緊急輸送道路としての使命を果たすため、高速１号線
において劣化の進んだ法面の補修を実施し、道路防災機能の向上を図ります。 

取組項目６  緊急輸送道路としての防災機能の強化（災害に強い道づくり）  

取組項目７  事故多発箇所を中心とした事故削減対策の実施  

 前計画期間において充実を図った交通関連データベースを活用し、事故多発地点
での再発防止対策等を検討し、ハード面からの安全対策を実施します。 
 また、安全啓発運動等への積極的な参加や、交通管制室での業務内容のＰＲ、安
全運転に関する啓発をホームページから情報発信するなど、ソフト面からの対策の
充実も図ります。 

施行前 施行後 

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減

⑦

■事故多発箇所を中心とした事故削減対策の実施

内容
目標

H30 H31 H32

ハード面からの安全対策及びソフト面からの
安全対策（安全啓発等）の実施

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減

のり面補修工
Ａ＝６,000㎡

⑥

■緊急輸送道路としての防災機能の強化（災害に強い道づくり） 

内容
目標

H30 H31 H32

１号線のり面補修
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 逆走による事故の発生が社会的に大きく取り上げられている状況を踏まえ、過年
度で複数回以上事案の発生した箇所を中心に、より分かり易い案内標識や路面標示
等の対応策を検討・実施し、重大事故に繋がりかねない逆走・誤進入件数の減少を
図ります。 

取組項目８  逆走・誤進入対策の実施  

逆走防止看板『Ｕターン禁止』 
高速４号線下り 非常駐車帯 

誤進入防止路面標示『カラー舗装』 
高速４号線下り（中広入口） 

年間逆走発生件数１７件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減

年間逆走発生件数１７件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減

⑧

■逆走・誤進入対策の実施

内容
目標

H30 H31 H32

より分かり易い道路案内標識や情報板表
示の改善などによる対策の実施

年間逆走発生件数１７件
（前計画期間４か年の平均

値）から削減
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 公社では、大規模災害時であっても業務及び復旧作業を円滑に遂行し、「第一次
緊急輸送道路」としての機能を確保するため、平成２６年１０月に「業務継続計画
（ＢＣＰ）」（第１版）を策定しました。今後もこの計画に基づき、災害を想定し
た事前準備や一斉メール配信訓練（※）、災害対策本部運用訓練等を実施し、現状
における問題点の把握と解消に努めます。また、訓練等の結果は既存の防災関連規
程にもフィードバックし、規程等の実効性を高めていきます。 
 近年、地震・大雨等による災害は大規模になっており、不測の事態への対応は不
断の改善が必要であるため、業務継続計画（ＢＣＰ）は継続的な見直しを行うこと
としています。 

取組項目９  災害対応能力の向上  

※災害対策本部の情報集約、指揮命令機能の高度化を図ります。 

災害対策本部運用訓練 

災害対策基本法 

防災業務計画 

災害対策要綱 

業務継続計画 
（ＢＣＰ） 

継続的な取組（訓練実施⇒課題整理⇒対応方法検討） 

フィードバック 

事業継続計画の見直し
(災害対策本部訓練等の結果を踏まえた適宜

見直しによる完成度の向上)
適宜見直し

事業継続計画の改訂
(高速5号線の供用開始に伴う改訂)

高速5号線の供用
を踏まえた改訂

防災備蓄品の見直し 見直し・購入

建設団体との災害応急対策業務に関する
協定

検討・締結

災害対策本部の整備

災害対策本部訓練の実施
※一斉メール配信訓練の実施

年１回 年１回 年１回

⑨

■災害対応力の向上

内容
目標

H30 H31 H32
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 重点施策③ 戦略的な利用促進 

 （もっと便利で快適な道路サービスの提供） 

 もっと便利で快適な広島高速道路の実現に向け、お客様からのご意見やご要望に
耳を傾け、お客様のニーズに応じた道路サービスを追求します。 
 また公社では、お客様の新規拡大と利用の定着を図るため、「道路の名前を知っ
ていただく」・「道路の快適性・利便性を実感していただく」・「継続的に道路を
利用していただく」ことをテーマとして、積極的な広告活動やキャンペーンに取り
組んでいきます。 

取組項目１０  お客様ニーズの適切な把握と、施策への反映  

 お客様の満足度及びニーズを把握することを目的として、毎年１回「お客様満足 
度調査」を実施します。調査で得たお客様のニーズ等は順次施策に反映させるとと 
もに、毎年継続して行う調査の結果に基づいて施策の効果検証及び改善を図ること 
で、更なるお客様満足度の向上を目指します。 
 なお、調査で得た満足度の数値（「広島高速道路のサービス」全般に関する満足 
度）は、計画全体の成果を検証するための参考指標として活用します。（２.（６） 
「計画において注視すべき指標」参照 ※１４ｐ） 

年１回 年１回

ご意見・ご要望等を踏まえた施策の検討・
実施

⑩

■お客様ニーズの適切な把握と、施策への反映

内容
目標

H30 H31 H32

お客様満足度調査の実施 年１回
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取組項目１１  利用しやすい料金施策の検討  

 広島高速道路の料金については、社会情勢の変化等に対応し、次世代への負担を
残さない範囲で可能な限り利用しやすい料金とするよう努めていくとともに、割引
制度についても、ＥＴＣ利用率など割引対象者の状況や利用実態を踏まえ、さらに
利用しやすくするよう引き続き検討していきます。 
 また、平成２７年３月から約２か月実施した「広島高速３号線 開通１周年記念
割引」により、実施後の交通量は実施前と比べて増加しており、多くの方々に高速
３号線を含む広島高速道路の利便性を実感していただけたものと考えています。 
 平成３２年度の供用を目指す高速５号線についても、お客様に利便性を実感して
いただけるような割引施策を実施できるよう、検討を進めていきます。 

提言時期 今後の料金割引に対する意見・提言 

平成20年4月 
ETC全線導入時 
 

「ETC導入後の利用状況や今後の社会経済情勢を踏まえ、さら
に有効な割引施策の検討も必要である」 

平成22年4月 
広島高速道路 
ネットワーク完成時 
 

「ETC利用率など割引対象者の状況や、高速2・3号線（宇品～
吉島）開通後の利用実態を踏まえ、さらに利用しやすくなる
よう引き続き検討していただきたい」 

平成26年3月 
高速3号線全線供用時 
 

「ETC利用率など割引対象者の状況や、高速3号線全線開通後
の利用実態を踏まえ、さらに利用しやすくするよう引き続き
検討すること」 

広島高速道路公社料金問題調査会からの意見 

高速5号線新規供用に合わせた割引施策
の検討・実施

検討 認可手続　　　　　　実施

⑪

■利用しやすい料金施策の検討

内容
目標

H30 H31 H32

料金割引見直し（再編） 検討・認可手続　　　　　　
          実施
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取組項目１２   より安全・安心に走行いただくための積極的な情報発信  

 公社では、より安全・安心に走行していただくために、高速道路本線上の情報板
などによるリアルタイムな情報提供をはじめ、お客様にとって利便性の高い媒体と
考えられるホームページやＥメール等を活用して、わかりやすい道路交通情報の提
供が必要だと考えています。このため、料金・地図情報のほか、渋滞予測情報、工
事規制情報など各種情報提供について、お客様のニーズに応えられるよう、ホーム
ページの充実を図っていきます。 
 また、逆走・過積載・積載落下等の危険行為に対する注意喚起、広島高速道路特
有の走行上の注意点に対する安全運転の啓発などについても、文章だけでなく視覚
に訴える形の掲載の方法を検討するなど、積極的な情報発信に努めていきます。 

安全運転マップ 
（公社ホームページ内） 

道路交通情報 
（公社ホームページ内） 

動画など視覚に訴える分りやすい交通案内コンテンツの作成

Eメールによる交通情報の発信
導入検討

H31 H32

ホームページ上での
情報発信の充実

ホームページのリニューアル - -

⑫

■より安全・安心に走行いただくための積極的な情報発信

内容
目標

H30
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取組項目１３  温品パーキングエリアの魅力向上  

 美化対策の推進や広報・情報発信コーナーの充実、自動販売機の運営等に取り組
み、魅力あるパーキングエリアを目指します。 
 パーキングエリアのさらなる利便性向上策についても、お客様の利用状況を踏ま
え、検討を進めていきます。 

取組項目１４  戦略的な広告・宣伝活動  

 普段、広島高速道路をご利用にならないお客様にも「使ってみようかな」と思っ
ていただけるよう、広島高速道路の利便性の周知・認知度向上・イメージアップを
図るべく、積極的かつ効果的な広告・宣伝活動に取り組みます。 

⑬

■温品パーキングエリアの魅力向上

内容
目標

H30 H31 H32

環境美化や情報発信等の充実

・Ｗｉ－Ｆｉ通信サービス
の導入
・利用実態調査等 利用状況を踏まえた取組

による利便性向上

1万点配布

　　　　　上映箇所
　　　　10箇所以上

プロモーションビデオ上映

上映箇所
10箇所以上

上映箇所
10箇所以上

次期プロモーションビデオ

作成

キャンペーン(懸賞等)の実施による広告 年１回以上 年１回以上 年１回以上

継続的な広告・宣伝活動

ラジオCMの実施

　
          1万点配布

グッズ配布

1万点配布

継続的に検討

商業施設等との連携企画の実施
商業施設等との連携企画の実施

（「使って得クーポン」等）

各種イベント参加による広報
※プロモーションビデオの放送、パネル展示、

広報物の配布、その他特別展示
年１回以上 年１回以上 年１回以上

⑭

■戦略的な広告・宣伝活動

内容
目標

H30 H31 H32

総合的な広告・宣伝方針の検討
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 重点施策④ 経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動 

 公社は、お客様からの料金収入により高速道路の建設や維持管理に要する費用、
借入金の利息等を償還（返済）しています。したがって、償還計画を遵守し次世代
へ負担を残すことのないよう、経営的な視点を常に意識しながら運営していく必要
があります。 
 一方で、公的団体としての社会的責任を意識し実践していくため、経営ビジョン
の行動指針（４Ｐ参照）にしたがい、職員一人ひとりが高い倫理観と透明性、公平
性をもって職責を果たしてまいります。 

取組項目１５   道路設備の機能向上とライフサイクルコストの削減  

 維持管理を実施する上では、道路照明のＬＥＤ化や新型軸重計の導入のように、
新たな技術による道路設備の機能向上を図りつつ、消費電力の低減や耐久性の向上
といったライフサイクルコストの削減を図る必要があります。 
 公社では、道路構造物や電気通信設備について、台帳・図面及び補修・点検実績
等のデータベース化を行っており、必要な情報をデータベースから迅速かつ的確に
検索・抽出し、更新検討箇所の個別検討に活かしています。 
 今後もデータベースを活用して道路設備の延命化や適切な時期での更新を行い、
合理的かつ効率的な維持管理を行っていきます。 

点検データベース
・損傷情報
・損傷写真

補修データベース
・対策内容
・竣工図面

資産データベース
・橋梁台帳
・竣工図面

保
全
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

検索条件

検索・抽出

目的の情報

データ

検索・抽出

データ

検索・抽出

データ

※より正確な計測が可能で、かつ耐久性の高い軸重計（車両の重量を計測し、過積載車両へ
警告を行う装置）を導入します。 

※ 

道路照明のＬＥＤ化 温品PAの照明器具 温品料金所の照明器具
温品料金所、ON、OFFﾗﾝﾌﾟ
の照明器具

新型軸重計の導入 検討 設計 施工

⑮

■道路設備の機能向上とライフサイクルコストの削減

内容
目標

H30 H31 H32
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取組項目１６   コスト意識の浸透、創意工夫による事務的経費の縮減  

 コスト意識の浸透、創意工夫による事務的経費の縮減に向け、「職員提案制度」
を実施し、職員の職務に関する創意工夫を奨励するとともに、新たな発想による業
務の改善や効率化を図ります。 

取組項目１７   安定的な資金調達に向けた取組  

 長期借入金の借換資金として発行する広島高速道路債券（市場公募債）につい
て、平成２９年度の債券発行額が２００億円規模となることを念頭に、平成２８年
度は、これまで継続発行してきた１０年債に加え、初めて２０年債を発行しまし
た。発行年限の多様化に伴い、投資家基盤の更なる拡充が必要となるため、これま
で以上にＩＲ活動を拡充していきます。 

 広島高速道路債券の発行実績（過去５年）   

回号 発行日 発行額 年限 表面利率 

第7回 H26.2.28 100億円 10年 0.694％ 

第8回 H27.2.28 90億円 10年 0.508％ 

第9回 H28.2.29 100億円 10年 0.230％ 

第10回 H29.2.28 60億円 10年 0.255％ 

第11回 H29.2.28 50億円 20年 0.763％ 

第12回 H30.2.22 80億円 10年 0.255％ 

第13回 H30.2.22 100億円 20年 0.625％ 

⑯

■コスト意識の浸透、創意工夫による事務的経費の縮減

内容
目標

H30 H31 H32

一般管理費（事務諸費）縮減の取組、事
務の効率化・改善

継続的に実施
（年3件以上）

⑰

■安定的な資金調達に向けた取組

内容
目標

H30 H31 H32

ＩＲ活動の充実

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信
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取組項目１９   高架下空間の有効活用推進  

 広島高速道路の高架下及び道路予定区域等は道路の管理のための空間であるとと
もに、都市内の貴重な空間でもあることから、道路管理上支障のない範囲でその有
効活用に努める必要があります。 
 このため、公社が行う業務のための施設の設置のみならず、高架下等に係る将来
的な利用計画の策定や、占用料の多寡等により占用者を選定する制度（占用入札制
度）の活用などにより、積極的な有効活用を推進します。 

取組項目１８   管理費の計画的な予算執行  

 限られた管理費の中、効率的な予算執行を行うためには、単年度の予算執行だけ
でなく、中・長期的な視点で計画的な予算執行を行う必要があることから、定期的
な予算執行管理を実施し、管理施設の延命化等の議論を行っていきます。 

⑱

■管理費の計画的な予算執行

内容
目標

H30 H31 H32

定期的な予算執行管理の実施
継続的な実施

⑲

■高架下空間の有効活用推進

内容
目標

H30 H31 H32

高架下空間の有効活用

手続きフロー作成

利用検討

高架下の利用を順次開始
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取組項目２１   職員の能力開発と人材育成  

 過去の研修体系の整理・検証を行い、より効果的な学習機会の提供に取り組むと
ともに、職務の遂行に必要な専門知識・技能の習得を目的とする社内勉強会を開催
するなど、知識や情報を組織全体で共有する機会を設け、職員の能力開発と人材育
成に努めます。 

取組項目２０   土木工事・設計等の効率化・適正化（生産性向上に向けた取組み）  

 公共工事の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入契法」という。）及び公共工事
の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号。以下「品確法」とい 
う。）等を踏まえ、不断の見直しを行い、改善をしていくことが求められていま 
す。 
 公社では、建設業のあり方が移り変わろうとする中、国が主導する品確法や入契
法の運用改善の動向や、建設現場の生産性向上策の導入状況等を踏まえながら、土
木工事や設計等のコストと品質の両面を重視する取組の推進を図ります。 

㉑

■職員の能力開発と人材育成

内容
目標

H30 H31 H32

効果的な研修等の実施

新たな研修体系の構築
研修実施

〔基本・教養・専門（技術系以外）・特別研修実施〕

専門研修（技術系研修） ６人以上 ６人以上 ６人以上

研修報告会の開催 年２回 年２回 年２回

社内勉強会・現場講習会の開催 年４回 年４回 年４回

⑳

■土木工事・設計等の効率化・適正化（生産性向上に向けた取組み）

内容
目標

H30 H31 H32

入札及び契約の適正化の推進 入契法・品確法等を踏ま
えた運用改善

新技術の活用等によるコスト縮減
活用率50%以上 活用率50%以上 活用率50%以上

監督・検査業務の効率化

CADシステム導入 電子成果品保管環境の整備

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％
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取組項目２３   地域・社会への貢献  

 現場・施設見学会の実施やインターンシップの受入など、公社の特徴・経営資源
を活かした社会貢献活動を実施し、社会から信頼される組織を目指します。 

見学会の様子 

取組項目２２   職員等のコンプライアンス意識の向上  

 違法行為・不正・ミスなどが発生することなく健全に業務が運営されるよう、研
修等を通じて職員のコンプライアンス意識の浸透を図るとともに、既存の内部統制
規則についても不断の見直しを進めます。 
 また、情報の電子化に応じた個人情報漏えい防止などリスク管理の徹底を図りま
す。 

情報セキュリティー実施手順の策定
実施手順の策定

■職員等のコンプライアンス意識の向上

内容
目標

H30 H31 H32

コンプライアンス意識の浸透を図るための
研修会開催

研修会の開催
（２回）

研修会の開催
（２回）

研修会の開催
（２回）㉒

内部統制規則の見直し
継続的な見直し

㉓

■地域・社会への貢献

内容
目標

H30

インターンシップの受入 １人以上   １人以上   １人以上   

門前清掃の実施 週１回 週１回 週１回

見学会の実施（地元・学生等対象）
※広島高速道路及び事務所

１回以上 １回以上 １回以上

H31 H32

地域・社会貢献の拡大・強化
継続的に実施
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参考資料 
 

■２３項目の取組と年度ごと目標一覧  
           

■前中期経営計画【2014～2017】の概要と主な取組結果 
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⑦

■事故多発箇所を中心とした事故削減対策の実施

内容
目標

H30 H31 H32

ハード面からの安全対策及びソフト面からの
安全対策（安全啓発等）の実施

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均
値）から削減

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均
値）から削減

⑧

■逆走・誤進入対策の実施

内容
目標

H30 H31 H32

より分かり易い道路案内標識や情報板表
示の改善などによる対策の実施

年間逆走発生件数１７件

（前計画期間４か年の平均
値）から削減

年間逆走発生件数１７件

（前計画期間４か年の平均
値）から削減

年間逆走発生件数１７件

（前計画期間４か年の平均
値）から削減

のり面補修工
Ａ＝６,000㎡

H32

剥落防止措置の実施 剥落防止措置
Ｌ＝600ｍ

年間事故発生件数145件
（前計画期間４か年の平均
値）から削減

④

■広島高速道路公社インフラ長寿命化計画の修正・改定 

内容
目標

H30 H31

⑥

■緊急輸送道路としての防災機能の強化（災害に強い道づくり） 

内容
目標

H30

H32

インフラ長寿命化計画
（行動計画・個別施設計画）

の修正・改定
点検結果に応じて当初計画を修正

次期計画の策定

⑤

■高架橋からの落下物被害防止 

内容
目標

H30 H31

H31 H32

１号線のり面補修

③

■道路構造物の定期点検の着実な実施

内容
目標

H30 H31 H32

橋梁・トンネル等の定期点検

1サイクル※  2サイクル※  

1サイクルの完了 100%
橋梁点検
・3号線Ⅲ期
トンネル点検
・全5本

橋梁点検 橋梁点検

・1号線延伸区間 ・2号線（一部）

・3号線Ⅰ期 ・3号線Ⅱ期

・4号線（JR部以外） ・4号線（JR部）

H32

高速５号線供用後の広島高速道路の整備
方針策定

検討
　　　　　方針策定

２．適正な維持管理と老朽化対策・防災対策

高速５号線について、広島県・広島市と連
携し、早期完成に向け着実に事業を推進
する。

工事
　　　　　　　　供用

②

■ネットワーク機能のさらなる発揮に向けた検討

内容
目標

H30 H31

１．ネットワーク機能の強化

①

■高速５号線整備

内容
目標

H30 H31 H32
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２．適正な維持管理と老朽化対策・防災対策

⑨

■災害対応力の向上

内容
目標

H30 H31 H32

防災備蓄品の見直し 見直し・購入

建設団体との災害応急対策業務に関する
協定

検討・締結

災害対策本部の整備

災害対策本部訓練の実施
※一斉メール配信訓練の実施

年１回 年１回 年１回

事業継続計画の見直し
(災害対策本部訓練等の結果を踏まえた適宜

見直しによる完成度の向上)
適宜見直し

事業継続計画の改訂
(高速5号線の供用開始に伴う改訂)

高速5号線の供用
を踏まえた改訂

年１回 年１回

ご意見・ご要望等を踏まえた施策の検討・
実施

３．戦略的な利用促進（もっと便利で快適な道路サービスの提供）

⑩

■お客様ニーズの適切な把握と、施策への反映

内容
目標

H30 H31 H32

お客様満足度調査の実施 年１回

高速5号線新規供用に合わせた割引施策
の検討・実施

検討 認可手続　　　　　　実施

⑫

■より安全・安心に走行いただくための積極的な情報発信

内容
目標

H30

⑪

■利用しやすい料金施策の検討

内容
目標

H30 H31 H32

料金割引見直し（再編） 検討・認可手続　　　　　　
          実施

動画など視覚に訴える分りやすい交通案内コンテンツの作成

Eメールによる交通情報の発信
導入検討

H31 H32

ホームページ上での
情報発信の充実

ホームページのリニューアル - -

⑬

■温品パーキングエリアの魅力向上

内容
目標

H30 H31 H32

環境美化や情報発信等の充実

・Ｗｉ－Ｆｉ通信サービス
の導入
・利用実態調査等 利用状況を踏まえた取組

による利便性向上
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H32

ＩＲ活動の充実

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信

・個別投資家訪問及び証
券会社主催セミナーへの
参加〔年間30件〕

・証券会社を通じたＩＲ動画
の配信

⑰

■安定的な資金調達に向けた取組

内容
目標

H30 H31

⑯

■コスト意識の浸透、創意工夫による事務的経費の縮減

内容
目標

H30 H31 H32

一般管理費（事務諸費）縮減の取組、事
務の効率化・改善

継続的に実施
（年3件以上）

道路照明のＬＥＤ化 温品PAの照明器具 温品料金所の照明器具
温品料金所、ON、OFFﾗﾝﾌﾟ
の照明器具

新型軸重計の導入 検討 設計 施工

４．経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動

⑮

■道路設備の機能向上とライフサイクルコストの削減

内容
目標

H30 H31 H32

1万点配布

　　　　　上映箇所
　　　　10箇所以上

プロモーションビデオ上映

上映箇所
10箇所以上

上映箇所
10箇所以上

次期プロモーションビデオ

作成

キャンペーン(懸賞等)の実施による広告 年１回以上 年１回以上 年１回以上

継続的な広告・宣伝活動

ラジオCMの実施

　
          1万点配布

グッズ配布

1万点配布

継続的に検討

商業施設等との連携企画の実施
商業施設等との連携企画の実施

（「使って得クーポン」等）

各種イベント参加による広報
※プロモーションビデオの放送、パネル展示、

広報物の配布、その他特別展示

年１回以上 年１回以上 年１回以上

３．戦略的な利用促進（もっと便利で快適な道路サービスの提供）

⑭

■戦略的な広告・宣伝活動

内容
目標

H30 H31 H32

総合的な広告・宣伝方針の検討
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H32

コンプライアンス意識の浸透を図るための
研修会開催

研修会の開催
（２回）

研修会の開催
（２回）

研修会の開催
（２回）㉒

内部統制規則の見直し
継続的な見直し

情報セキュリティー実施手順の策定
実施手順の策定

社内勉強会・現場講習会の開催 年４回 年４回 年４回

■職員等のコンプライアンス意識の向上

内容
目標

H30 H31

専門研修（技術系研修） ６人以上 ６人以上 ６人以上

研修報告会の開催 年２回 年２回 年２回

㉑

■職員の能力開発と人材育成

内容
目標

H30 H31 H32

効果的な研修等の実施

新たな研修体系の構築
研修実施

〔基本・教養・専門（技術系以外）・特別研修実施〕

⑳

■土木工事・設計等の効率化・適正化（生産性向上に向けた取組み）

内容
目標

H30 H31 H32

入札及び契約の適正化の推進 入契法・品確法等を踏ま
えた運用改善

新技術の活用等によるコスト縮減
活用率50%以上 活用率50%以上 活用率50%以上

監督・検査業務の効率化

CADシステム導入 電子成果品保管環境の整備

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％

受発注者間工事情報
共有システムの活用率

１００％

⑲

■高架下空間の有効活用推進

内容
目標

H30 H31 H32

高架下空間の有効活用

手続きフロー作成

利用検討

高架下の利用を順次開始

４．経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動

⑱

■管理費の計画的な予算執行

内容
目標

H30 H31 H32

定期的な予算執行管理の実施
継続的な実施
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４．経営基盤の強化と信頼の確保に向けた行動

㉓

■地域・社会への貢献

内容
目標

H30

インターンシップの受入 １人以上   １人以上   １人以上   

門前清掃の実施 週１回 週１回 週１回

見学会の実施（地元・学生等対象）
※広島高速道路及び事務所

１回以上 １回以上 １回以上

H31 H32

地域・社会貢献の拡大・強化
継続的に実施
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◆前中期経営計画【2014～2017】の概要と 

主な取組結果 

（１）前中期経営計画の概要 

□ 未整備区間の整備推進等 

（２）主な取組結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営コンセプト１】 【経営コンセプト２】 【経営コンセプト３】 
 
 
・高速５号線の早期完成 
・未着手区間の整備検討 

 
 
・事故分析によるハード・ソフト両面からの
交通安全対策 

・事案処理時の路上作業時間の短縮 等 

 
 
・新工法・新技術等の積極的な採用 
・予算費目毎の削減目標の設定・執行管理                   
・効率的な資金調達 等 

 
 
 
・道路構造物の適切かつ効率的な補修 
・道路構造物の長寿命化検討、大規模修繕 
計画の策定 

・道路設備の延命化、機能向上 

 
 
 
・道路案内標識等によるわかりやすい情報 
提供 

・お客様意見要望の積極的な事業運営への反
映 等 

 
 
 
・積極的な利用促進等、着実な債務償還 
・道路構造物の長寿命化等の対策を見据えた
採算確保の方策の検討 

 
 
 
・事業継続計画等の策定 
 

 
 
 
・利用しやすい料金の実現に向けた取組み 
・積極的で効果的な広報活動による利用促進 
等 

 
 
 
・コンプライアンス意識の徹底 
・職員の能力開発、人材育成 

 

中 期 経 営 計 画（2014～2017） 

①交通安全対策の徹底 ①未整備区間の整備推進等 

【経 営 目 標】 (１) 着実な償還 
整備計画の枠組みに基づく償還計画の確実な実行 

(２) 広島高速道路への転換促進 
      料金認可における計画交通量以上の通行台数確保 

②適切な維持管理、更新 

③事業継続体制の強化 

②適切な道路情報の提供 

③更なる利用促進の実施 

①徹底したコスト縮減 

②着実な債務償還の推進と 
採算向上の方策の検討 

③コンプライアンス意識の徹底 
と人材育成 

【経営コンセプトに基づく施策展開】 

   広島高速５号線について、地域住民の皆様との対話を重ねながら、「安全の
確保」と「安心の構築」の実現に向けた施策にも取り組むとともに、工事発注
や収用による権利取得など、早期完成に向けた事務を着実に進めました。 
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□ 適切な維持管理・更新 

 道路構造物の定期点検については、５年で１サイクルの定期点検計画を定
め、国の要領との整合性を図るよう見直しを行いながら点検内容や実施方法・
時期について随時修正しつつ、計画どおり実施いたしました。 

□ 事業継続体制の強化 

 大規模災害時であっても業務及び復旧作業を円滑に遂行し、「第一次緊急輸
送道路」としての機能を確保するため、平成２６年１０月に「業務継続計画
（ＢＣＰ）」（第１版）を策定しました。 



前中期経営計画【2014～2017】の概要と主な取組結果 

40 

□ 交通安全対策の徹底 

 ○ 事故多発地点を中心に、減速マーク及び速度注意喚起看板の設置など、 
  交通事故防止対策を実施しました。 
 ○ 雨天時の走行性や視認性の向上、走行騒音の低減に向けて、高速１号線 
  の排水性舗装化を実施しました。 
 ○ 県警との事故対応合同訓練の実施などにより、事故・故障車等処理対応 
  時の路上作業時間の短縮に努めました。 
 ○ 道路構造物に大きなダメージを与える重量違反車両に対し、速やかな警 
  告書の発出や口頭注意を行うなど是正指導を行いました。 
 ○ 広島高速道路特有の走行上の注意点に対する安全運転の啓発など、お客 
  様の安全な走行に役立つ情報の積極的な発信を行いました。 

□ 適切な道路情報の提供 

 よりわかりやすい情報提供を目指して、ホームページの道路交通情報の表示
改善を行いました。 

 

 

 
公社HPの道路交通情報の表示改善 
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□ 更なる利用促進の実施 

 ○ 利用者のニーズを把握し、より一層のサービス向上を図るため、道路モ 
  ニター制度を導入（平成２６～２７年）し、ホームページやナビマップの 
  改善等、モニターからの意見の施策反映を行いました。  
 ○ 高速３号線の利用を促すため、道路標識に高速３号線の表示を追加する 
  などの道路標識の改善や、利用を促す横断幕の設置、所要時間の道路情報 
  板への表示などを実施しました。 
 ○ より多くの方々に高速３号線利用による利便性を実感していただくた  
  め、高速３号線開通１周年記念割引を実施しました。 

高速３号線開通１周年記念割引実施に係る交通量について 

 ○ 温品パーキングエリアについて、トイレのリニューアルや花卉設置など 
  の美化対策の実施や、駐車区画線の変更など、魅力アップに努めました。  
 ○ より便利・快適な道路を目指して決意を新たにし、皆様への感謝を示す 
  ため、平成２９年度中に渡り「広島高速道路開通２０周年記念事業」を実 
  施し、認知度向上とイメージアップに努めました。 

広島高速道路開通２０周年記念事業 
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□ 徹底したコスト縮減 

 ○ シールドトンネル工事において設計・施工提案交渉方式などの入札契約 
  方式を導入し、新技術等を採用するほか、総合評価入札方式によるＮＡＴ 
  Ｍトンネル工事においては、品質・耐久性向上等の技術提案を採用しまし 
  た。  
 ○ 室温管理を徹底させるなど、職員に対してコスト意識の啓発を行い、オ 
  フィスコストの削減に努めました。  
 ○ 管理費の計画的な予算執行を図るため、四半期に１回、執行管理ヒアリ 
  ングを実施し、計画値を見据えた予算執行に努めました。                              
 ○ 資金調達手法の見直し、発行年限の検討、ＩＲ活動の強化等により、公 
  社債について将来をにらんだ最適な発行年限・発行額を選択するなど、効 
  率的な資金調達を実施しました。 

□ コンプライアンス意識の徹底と人材育成 

 ○ 内部統制システムに関する基本方針、公益通報に関する規程等、内部統 
  制に係る諸規程を整備するとともに、職員のコンプライアンス意識の向上 
  をテーマとした研修会を実施し、職員への浸透を図りました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ○ 職員の能力向上のため、より効果的な学習機会の提供に取り組むととも 
  に、研修報告会を随時開催し、研修等で得た知識、知見について、職員間 
  での共有を図りました。 


